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主 要 判 決 紹 介 ・ 解 説
≪東京地方裁判所≫
損害賠償請求事件

（出願時に知られていなかった課題であるが特許請求の範囲に属する「ＥＧＦａミミック抗体」を当業者が出願日
当時に試行錯誤なく取得できなかったとして、サポート要件・実施可能要件違反とした事例）［上］（全２回）

−東京地判令和２年（ワ）第8642号【ＰＣＳＫ９に対する抗原結合タンパク質】第２次侵害訴訟＜杉浦裁判長＞、令和５年９月28日判決言渡−

【本判決の要旨、若干の考察】

１．特許請求の範囲（本件特許１の請求項１及び９、本件特許２の請求項１及び５）
（ア）本件特許１

【請求項１】　ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ、ＰＣＳＫ９との結
合に関して、配列番号49のアミノ酸配列からなる重鎖可変領域を含む重鎖と、配列番号23のアミノ
酸配列からなる軽鎖可変領域を含む軽鎖とを含む抗体と競合する、単離されたモノクローナル抗体。
【請求項９】　請求項１に記載の単離されたモノクローナル抗体を含む、医薬組成物。
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